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査答申情 第 ４９ 号 
平成２６年１１月４日 

 
 生駒市長 山 下  真 殿 
 
                           生駒市情報公開及び個人情報保護審査会 
                              会 長   石 田  榮 仁 郎       
 
         行政文書の開示等の決定に対する異議申立てについて（答申） 
 
 平成２５年２月２０日付け生職第１８０号及び平成２５年１０月１８日付け生人第７９号で諮問の

あった下記の事案について、別紙のとおり答申します。 
 

記 
 
「弁明書流出の調査委員会の調査資料」及び「行政が保有する情報の適正な管理体制の確立に関する報告

書にある顛末書」の不開示決定処分に対する異議申立て事案 
 
                                （諮問情第４８号及び第５５号） 
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査答申情第４９号 
          

答    申  
 

 
第１ 審査会の結論 
  生駒市長（以下「実施機関」という。）が平成２４年６月１９日付け生職第３４号及び平

成２５年６月２６日付け生職第３７号で行った行政文書を開示しない旨の決定は妥当であ

る。 
 
第２ 審査の経緯 
  生職第３４号の不開示決定についての異議申立てに対し、平成２５年２月２０日付生職

第１８０号で諮問があった。また、生職第３７号の不開示決定についての異議申立てに対

し、平成２５年１０月１８日付生人第７９号で諮問があった。 
当審査会は、その内容を審議した結果、併合審査することとした。 

 
第３ 異議申立人の主張の要旨 
  異議申立人が異議申立書、意見書及び審査会における意見陳述で行った主張は、概ね次

のとおりである。 
 １ 異議申立ての趣旨 

(1)  平成２４年６月５日付けで異議申立人が実施機関に対して行った「弁明書流出の調査

委員会の調査資料」の開示請求に対し、実施機関が行った決定を取り消し、開示を求

める。 
(2)  平成２５年６月１２日付けで異議申立人が実施機関に対して行った「行政が保有する

情報の適正な管理体制の確立に関する報告書に記載された（Ｐ．１）福祉事務所の課

長から申出及び提出された顛末書」の開示請求に対し、実施機関が行った決定を取り

消し、開示を求める。 
 
 ２ 異議申立ての理由 

(1)  調査委員会が法と証拠に基づいて実施されていない。 
(2)  被害者と加害者の氏名が不特定の一般者の前ですでに公表されているので、不開示の

理由がない。 
(3)  ＮＰＯ法人生駒市民オンブズマンの活動を制限しようと画策し、法令遵守推進条例に

基づき、追加措置を講じようと作為的に事件を「でっち上げ」、「生駒市行政保有情報管

理体制確立委員会」を設置して、その目的を達成しようと図った。真実を隠蔽する必要

が生じたため、不開示決定にしたことは明らかである。 
  (4)  事務事業に支障を及ぼす理由について、不誠実な対応であり、具体的かつ合理的な説

明がない。 
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第４ 実施機関の主張の要旨 
  実施機関が理由説明書及び審査会における口頭理由説明で行った主張は、概ね次のとお

りである。 
 
 １ 調査対象職員の出退勤情報は、情報漏洩に関与したと疑われている職員の特定された

日の情報であり、人事管理に関する情報であるため、生駒市情報公開条例（以下「条例」

という。）第７条第５号に該当する。また、この情報と他の情報を組み合わせることによ

り、個人が特定されるおそれがあるため、条例第７条第１号に該当し、開示することは

できない。 
 
 ２ 調査対象職員のパソコン操作履歴は、各職員の個別の情報であり、個人情報であるた

め、条例第７条第１号に該当し、開示することはできない。また、パソコンの操作履歴

の詳細情報や情報項目を公表することは不正アクセス等に対し、情報資産の適正管理を

行う上で問題があるとともに、適正な事務の執行に支障を及ぼすおそれがあるため、条

例第７条第５号に該当し、開示することはできない。 
 
 ３ 調査対象となった職員への個別に聞き取りをした調査内容については、職員名や質問

内容も含め、その関連資料は人事管理に係る事務に関する情報である。また、今回のよ

うな事案を調査する場合、対象職員の任意の協力が必要であるところ、調査内容を公表

することは、信頼関係を損なうこととなり、今後、同様の調査事務を実施することが不

可能となるおそれがある。したがって、条例第７条第５号に該当し、開示することはで

きない。 
 
 ４ 顛末書を開示すると、被処分者自らが自己の行為を省みて説明等を行うことを躊躇す

るおそれがあり、正直な説明等を得られなくなる可能性がある。そうすると、今後の懲

戒処分等の事務執行に支障をきたすことが十分考えられ、条例第７条第５号に該当し、

開示することはできない。 
 
第５ 審査会の判断 
  当審査会は、異議申立人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、次のとおり判断 
する。 
１ 本件行政文書について 
  本件行政文書は、住民監査請求に関して市職員により作成された弁明書の写しが、福

祉事務所の課長から当該住民監査請求人に流出した事案を調査するため設置された生駒

市行政保有情報適正管理体制確立委員会が収集した調査資料であり、具体的には、次の

通りである。 
(1） 調査対象職員の出退勤情報 
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(2)  調査対象職員のパソコンの操作履歴 
(3)  調査対象職員への行政情報保有の流出に関する質問票（質問に対する回答内容を含

む。） 
(4)  聞き取り調査対象職員の聞き取り調書 
(5)  福祉事務所の課長から提出された顛末書 

 
２ 条例第７条第１号及び第５号の該当性について 

 
(1)  調査対象職員の出退勤情報について 

本件行政文書である職員の出退勤情報は、通常の出退勤情報ではなく、情報漏洩事案の

調査対象である職員の特定日における出退勤情報である。したがって、これを明らかにす

ると調査対象者が判明することになり、人事管理に支障を及ぼすおそれがあるため、条例

第７条第５号に該当する。 
 

(2)  調査対象職員のパソコンの操作履歴について 
調査対象職員のパソコンの操作履歴を含む関連情報は、生駒市の情報資産であり、ＩＰ

アドレスやパス等の内容を公にすることにより、外部からの不正アクセスによって、情報

の漏洩やデータを改ざんされるおそれがある。したがって、事務の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるため、条例第７条第５号に該当する。 
 

(3)  調査対象職員への行政情報保有の流出に関する質問票及び聞き取り調査対象職員の聞

き取り調書について 
調査対象職員への聞き取り調書や質問票による個別調査記録は、調査対象職員の個人的

な言動情報が主たる内容であり、対象職員から当該事案に対しての率直な意見を引き出す

ために、作成された資料である。これらをいずれも公にすると、今後同様の事案が発生し

た場合、職員個人の率直かつ自由な供述を確保し難くなり、事実の発見が阻害されるおそ

れがある。 
また、質問票の様式についても、今後同種の事案の調査の際、調査手法も含め、調査の

内容が予測されること等、調査そのものに支障をきたすおそれがある。 
したがって、これらの情報は、いずれも条例第７条第５号に該当する。 

 
(4)  福祉事務所の課長から提出された顛末書について 

顛末書には懲戒処分の対象となった非違行為の詳細が記載されているとともに、被処 
分者の行為に対する内心が具体的かつ率直に表明されている。したがって、公にすること

により、今後、非違行為への対応に際し、関係職員からの率直かつ任意の供述を得ること

が困難になる。その結果、懲戒処分等における公正かつ適正な調査活動や人事事務執行に

支障を及ぼすおそれがあるため、条例第７条第５号に該当する。 
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３ 異議申立人は、その他様々な主張をするが、いずれも本件の争点とは関係がない主張に

すぎず採用できない。 
 
４ 以上のとおりであるから、当審査会は、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 6 - 
 

第６ 審査会の審査経過 

  当審査会の審査経過は、次のとおりである。    

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 年  月  日 処  理  内  容 

 
平成２５年２月２０日 

・実施機関からの諮問（諮問第４８号）を受けた。  

  平成２５年３月２６日 
・実施機関から諮問第４８号に関する理由説明書の提出

を受けた。 

   平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ９ 日 
・異議申立人から諮問第４８号に関する意見書の提出を

受けた。 

 平成２５年１０月１８日 ・実施機関からの諮問（第５５号）を受けた。 

 平成２５年１０月２３日 
・実施機関から諮問第５５号に関する理由説明書の提出

を受けた。 

平成２５年１１月２７日 
・異議申立人から諮問第５５号に関する意見書の提出を

受けた。 

平成２５年１２月１７日 

（第９１回審査会） 

・諮問第４８号及び諮問第５５号の概要説明を受けた。 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ３ 日 

（第９３回審査会） 

・諮問第４８号及び諮問第５５号の審査方法を審議し、

併合審査を決定した。 

平 成 ２ ６ 年 ４ 月 ４ 日 

（第９４回審査会） 
・審議を行った。 

平成２６年５月１２日 

（第９５回審査会） 
・審議を行った。 

平成２６年６月２３日 

  （第９６回審査会） 

・実施機関の口頭理由説明を実施した。 

・審議を行った。 

  平成２６年７月１５日 

  （第９７回審査会） 
・審議を行った。 
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平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ８ 日 

  （第９８回審査会） 

・異議申立人の口頭意見陳述を実施した。 

・審議を行った。 

平 成 ２ ６ 年 ９ 月 ８ 日 

（第９９回審査会） 
・審議を行った。 

平成２６年１０月１日 

（第１００回審査会） 
・審議を行った。 

 平成２６年１０月２１日 

   (第１０１回審査会) 
・審議を終結し、答申文を決定した。 
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生駒市情報公開及び個人情報保護審査会委員名簿 

 

                              （敬称略） 

氏    名 所 属・団 体 名 備   考 

石
い し

 田
だ

 榮 仁 郎
ひ で じ ろ う

 
近畿大学名誉教授・弁護士 会 長 

金
か な

 谷
た に

 重
し げ

 樹
き

 
摂南大学教授 会長職務代理者 

緒
お

 方
が た

 賢
け ん

 史
し

 
弁護士  

田
た

 中
な か

 啓
ひ ろ

 義
よし

 
弁護士  

和
わ

 島
じ ま

 美 枝 子
み え こ

 
弁護士  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


